
★規制箇所★

山形県鶴岡市本田地内(本田歩道橋)

★全体規制期間★

平成２５年１０月１日(火)～平成２５年１２月１６日(月)
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国土交通省酒田河川国道事務所では、一般国道７号「本田歩道橋」の補修・塗装のため、

 

“終日”通行方法を変更しています。なお、規制は通行される方の負担を軽減するため、

 

片側交互通行や特殊車両規制（高さ制限）を行わないように、右折車線を利用した対面通

 

行の確保を行っています。今後は塗装箇所に応じて、走行車線が変わりますので、通行の

 

際は現場の案内に沿って走行頂きますよう、ご理解とご協力お願いいたします。
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・錆や劣化した塗料を除去して、全面塗り替えます。
・劣化して、破損の恐れがある防風板を新しくします。
※防風板とは…通行する人が強風に煽られないようについている板のことです

冬場の地吹雪や吹き溜りによる視覚障害
は、事故や交通の妨げの原因になります。冬

 

場の運転の視界を良好にし、安全に通行して

 

もらうために、鶴岡国道では防雪柵の設置工

 

事をしています。皆様にはご理解とご協力を

 

お願いいたします。

鶴岡にて地吹雪の様子 防雪柵完成イメージ

・茅原地区
・遠賀原地区
・本田地区

３箇所で工事中

本田歩道橋位置図

規制予定期間(囲み部施行時)：平成２５年１０月１日～平成２５年１０月２６日

※塗装箇所に応じて規制方法・規制期間は変わります
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